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第第３３章章  今今後後のの展展開開  
３３－－１１  今今後後のの取取りり組組みみ課課題題  

（１）景観まちづくり計画の策定にむけて 

景観まちづくり計画が実行力のあるものとなるために、具体的に取り組む場所の候補地や具体的

な方策の提案まで行うことが重要である。 

また、景観は一定の判断基準が定められていないため、景観の基準やガイドラインを作成するこ

とが重要である。 

 

① 具体的に取り組む場所・方策を位置付ける。 

例えば、以下に示す眺望ポイントや重点的に取り組む場所を位置付けることを検討する。 

 

○現在、主要な眺望ポイントとして意見の出ている場所のＰＲや保全方策等の検討をする。 

 

 

 

 

 

 

（方策案） 

・ 市民から広く意見を募り、景観 30 選を選ぶ。選定場所のＰＲや景観に対する意識啓発は広

報、ホームページ等を活用する。 

・ 眺望景観の地区（エリア）を定め、地区の建築物、工作物等の高さ・色彩等の規制・誘導方

策の検討や緑地・農地等の保全方策等の検討を行う。 

 

（候補地） 

昭和地区：「袖ケ浦海浜公園」「袖ケ浦駅」 

長浦地区：「中袖臨海通り先端」「蔵波小鳥の森」 

根形地区：「袖ケ浦公園」「広域農道」 

平岡地区：「名幸台」「東京ドイツ村」 

中富地区：「富川橋」 

市川市の景観 100 選 (広報 平成 18 年 5 月 13 日号) 
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○重点的に取り組む場所の景観形成基準、手法、検討場所等に関する検討をする。 

 

  

 
 
 
  

（方策案） 

・ 景観協定、地区計画等の制度の活用による検討を行う。 

・ 緩やかな規制誘導方策として、デザインガイドラインの作成を行う。 

・ 平成２０年度以降の景観計画(景観条例)の策定を視野に入れ、【景観地区（景観法）】【景観

重要公共施設（景観法）】の位置づけや【景観協議会（景観法）】の立ち上げを検討する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 景観の基準やガイドラインを作成する。 

景観というあいまいなものを扱う場合、数値的基準や考え方を整理する必要がある。 

例えば、高さや色彩等の基準や方向性を示すガイドラインを作成する。 

（候補地） 

昭和地区：「袖ケ浦駅前」「浮戸川」 

長浦地区：「長浦駅前」「散策路(自然と歴史の散歩道)周辺」 

根形地区：「広域農道」「浮戸川」 

平岡地区：「松川」「谷津田、里山」 

中富地区：「小櫃川」「君津平川線」 

景観法の対象地域のイメージ 

色彩ガイドライン(千葉県市川市) 
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第３回 ルートの見直し・パン

フレット（案）・アイデア集の

作成 など 

 

（２）住民による実験的取り組み（社会実験）にむけて 

来年度、景観まちづくりに対する住民の志気を高め、より多くの参加者を集める。また、平成

20年度以降の展開も見据えた活動とすることが重要である。 

 

①多くの参加者を集め、住民の志気を高める。 

・ 広報、ホームページ等によりＰＲ、啓発活動を推進する。 

・ 市役所等の多くの人の目の触れる場所に景観まちづくりに関する展示を行う。 

 

○来年度の社会実験（案） 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第１回 社会実験の実施概要の検討・・・まち歩きルート、演出内容（アート、花等）の検討など 
 
 
 
 
 
 
 
 

ルートの検討              アート、花による演出の検討   

第２回 社会実験の検討 

・・・まち歩き、アートの演出など 

第４回 平成２０年度以降についての検討 

・・・まち歩き、アートの演出など 
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②平成 20 年度以降の展開を見据える。 

・ 住民と協働による景観まちづくり対象地の位置付け 

・ 活動団体として、自立した組織への移行 

 

 

○平成 20 年度以降の取り組み(案) ・・・市民団体への組織化 
 

 
 

・ワークショップ 
・ヒアリング 

行政の声かけのもと、ワークショップを

開催 

住民 行政 住民 行政 

平成18年度 平成19年度 

平成20年度以降 

・社会実験 
・話し合い 

住民 
行政 

提案、協働 

声かけ 
協働

作業 

景観まちづくり団体 

 

住民 

行政 

提案、協働 

既存活動＋景観まちづくり 

既存活動＋景観まちづくり 既存活動＋景観まちづくり 

パターン１：団体となり、独自に活動 パターン２：「景観まちづくり」を既存活動で展開 

行政と住民の協働で実験的に景観まち

づくりを実践！ 
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孫子市の事例 

―我孫子の景観を育てる会 

 
我孫子市主催の景観講座への参加を機に、我孫子の魅力ある景観を育てるための市民活動を行

うことを目的として発足した。「水辺」「緑」「まちなみ」などの視点から我孫子の景観を再発見

し、それを育てるための調査、計画、提案等の実施、市民の景観への意識を高める取り組みなど

を行っていくことを主な目的としている。 
 

＜団体認定までの流れ＞ 

平成１２年１０～１２月 我孫子市が景観づくり市民講座を開く 

市民講座終了時に参加者へ呼びかけ「今後も団体となり、活動を継続しませんか？」 
平成１３年６月 我孫子市景観を育てる会発足 

平成１３年７月 「景観まちづくり市民団体（我孫子市景観条例）」に認定される 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

現在の活動内容 
・庭園（日立製作所我孫子研修所）の公開 
（お茶会、コンサートなど開催） 
・桜マップの販売（５００円／部） 
・部会の活動 
【景観何でも探訪（フィールドワーク）】【街並みを考える（まちなみ班）】 
【歴史的景観を探る（歴史景観を探る会）】【オープンガーデン研究会】    など 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 景観コンサート               お茶会 

   

景観コンサートの実施     庭園の公開         三樹荘の清掃活動 


